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１．河川整備学識者懇談会における
意見と河川整備計画（素案）
への反映について
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（１）各意⾒の反映状況（1/2）
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懇談会意⾒ 河川整備計画（案）への反映状況

⾵間委員（事前聴取）
鈴⽊委員
上流部の開発が進んでいるが，流出が増えるの

ではないか。＜第2回懇談会＞

本⽂p.14
開発等による流出増の課題について内容を追加しました。

本⽂p.53
防災調整池等の流出抑制対策について内容を追加しまし

た。

江成委員
河川が住⺠にどのように利⽤されているのか⽰し，

計画に反映させてほしい。＜第1回懇談会＞
第2回懇談会資料「河川整備計画（素案）」において反

映しました。（本⽂p.26,33,43）

⽥中座⻑
各河川の歴史的な経緯についても、流域の概要

への記載をお願いしたい。＜第2回懇談会＞
本⽂p.13

河川の歴史的経緯に関する内容を追加・修正しました。

鈴⽊委員
「⽣物多様性」に関する内容を記載してほしい。
遊⽔地の掘削実施の際は，⽣物多様性に配慮

していただきたい。＜第1回懇談会＞

第2回懇談会資料「河川整備計画（素案）」において反
映しました。（本⽂p.40）



（１）各意⾒の反映状況（2/2）
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懇談会意⾒ 河川整備計画（案）への反映状況
伊藤委員
安全の確保と景観の配慮という、相反する課題を

持っていることから，防災⾯だけでなく，⾃然環境
へのふれあいや環境学習の取り組みを含めて住⺠
への説明を⾏い，啓発活動をしてほしい。
＜第2回懇談会＞

本⽂p.42
河川の持つ治⽔・利⽔・環境など多⾯的な機能について河
川への関⼼が⾼まるよう啓発活動に関する内容を追加しま
した。

中津委員
住⺠減少，⾼齢化が進む中で住⺠が維持管理

に参加する気持ちにつなげることが必要。
＜第1回懇談会＞
郷古委員
地域との連携による河川管理について課題を把

握し，計画に反映させてほしい。
＜第1回懇談会＞

第2回懇談会資料「河川整備計画（素案）」において反
映しました。 （本⽂p.28,43,45）

中津委員
今後30年間の途中で，住⺠意⾒を聴き，変更

することがあるのか。＜第1回懇談会＞
第2回懇談会資料「河川整備計画(素案)」において反映

しました。（本⽂p.29）

２．パブリックコメントの実施
及び結果について
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（１）パブリックコメント 実施状況
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●公表資料： 砂押川⽔系河川整備計画（素案），概要版
●意⾒募集期間： 平成29年1⽉6⽇(⾦)〜平成29年2⽉3⽇(⾦)
●意⾒の提出⽅法： 郵送，電⼦メール，FAX，ご意⾒ポスト(意⾒箱)
●計画案の公表場所： 宮城県河川課ホームページ，本庁県政情報センター，

各地⽅振興事務所県政情報コーナー，河川課，仙台⼟⽊事務所，仙台地⽅ダ
ム総合事務所，仙台市（市役所・宮城野区役所のみ），多賀城市，利府町

仙台市宮城野区役所ご意⾒ポスト

利府町都市整備課多賀城市都市計画課

意⾒箱設置状況
県ホームページによる周知状況

（２）パブリックコメント 実施結果

●パブリックコメントでの意⾒：1名から1件

利⽤に関するもの 1件
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パブリック
コメント

寄せられたご意⾒



（３）パブリックコメント 意⾒
●意⾒募集結果 １名から１件

意⾒・提⾔の内容（要旨） 宮城県の考え⽅

市⺠にとって，河川はふれあいの場となることは間
違いない。多賀城は⽇本に誇る古代都市の⽂化遺
産であるがその知名度は低い。歴史価値は⾼いはず
だが，多賀城の観光モデルルートには砂押川は⼊っ
ていない。そこで，砂押川，旧砂押川（御⾈⼊堀
）に観光クルーズ船を⾛らせることで，歴史や河川
環境などへの関⼼が⾼揚しさらに地域との連携が⽣
まれる。

流域内には歴史的⼟⽊遺産である貞⼭運河の⼀部の御⾈
⼊堀（旧砂押川）があります。河川整備計画とは別の取り組
みになりますが，「貞⼭運河再⽣・復興ビジョン」を策定し，
被災した仙台湾沿岸地域が復興のシンボルと誇れる運河とし
て再構築を図る取組を進めています。また，⾈運等の河川の
利活⽤が図られる時には，関係市町や地域と連携を図り，
河川公園等の既存施設や空間の⼀層の利活⽤を促進するこ
ととしています。

（本⽂中 p.52）
利用
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３．地域の方々の意見を聴く会の
実施及び結果について
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（１）地域の⽅々の意⾒を聴く会 開催状況
●開催⽇時
平成29年1⽉16⽇(⽉) 午後7時〜8時

●開催場所
多賀城市市⺠活動サポートセンター

●説明内容
砂押川⽔系河川整備計画(素案)

●開催周知
・多賀城市広報（全⼾配布：1⽉号）
・県政だより（全⼾配布）
・宮城県河川課ホームページ

広報誌による周知状況（多賀城市広報誌）
県ホームページによる周知状況 10

（２）地域の⽅々の意⾒を聴く会 開催結果
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●参加者 10名
●⽇ 時 平成29年1⽉16⽇(⽉)
●場 所 多賀城市市⺠活動サポートセンター

多賀城市での開催状況

●意⾒を聴く会での意⾒：10名から19件

治⽔に関するもの 4件，環境に関するもの 3件，
利⽤に関するもの 4件，維持管理に関するもの 5件，
その他 3件

地域の⽅々
の意⾒を
聴く会

（内容が複合する場合は複数カウント）



（３）地域の⽅々の意⾒を聴く会 意⾒（1/5）
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●意⾒を聴く会での意⾒ 10名から19件
意⾒・提⾔の内容（要旨） 宮城県の考え⽅

河川内の放射線量は把握しているのか。

河川管理者として、河川内の放射線量は測定してお
りませんが，河川内の⼟砂を河川外へ搬出する場合は，
放射線量が基準値以下であることを確認した上で搬出
する措置を取っています。
なお，環境省では県内の河川や湖沼等で放射性物

質の濃度等を継続的に調査しています。

河⼝部の捨⽯施⼯のように環境に配慮した
整備をして欲しい。

動植物の⽣息・⽣育・繁殖環境や河川景観を保全・
創出する多⾃然川づくりを基本として進めていきます。

（本⽂中 p.34）

御⾈⼊堀では⼟⽊遺産として配慮しながら
整備を⾏って欲しい。

御⾈⼊堀（旧砂押川）では，歴史のかおる運河整
備事業として貞⼭公園を整備した経緯があります。また，
震災後⺠間団体が⽴ち上がり，利活⽤に関する活動
が⾏われています。このような団体と連携しながら「貞⼭
運河再⽣・復興ビジョン」の取り組みを推進していきま
す。

（本⽂中 p.52）

その他

環境

環境 利用

治水

（２）地域の⽅々の意⾒を聴く会 意⾒（2/5）

13

●意⾒を聴く会での意⾒ 10名から19件
意⾒・提⾔の内容（要旨） 宮城県の考え⽅

堤防沿いに桜を植えて観光に繋げてはどうか。
「貞⼭運河再⽣・復興ビジョン」で運河沿いに桜を植

える取り組みを⾏っており，多賀城緩衝緑地や貞⼭公
園に桜の植樹を継続実施しています。

セイタカアワダチソウが繁茂しており堤防の芝
を痛めている。

セイタカアワダチソウ等は重点対策外来種（旧要注
意外来⽣物）で対策の必要性が⾼い種であるので，
適正に処理をしていきます。

（本⽂中 p.45）

東北地⽅太平洋沖地震で地盤が沈下した
と聞いているがどうなのか。 砂押川流域では30〜40cm沈下しました。

護岸を設置したほうがよいのではないか。その
⼀⽅で護岸を付けると環境⾯でよくない気もす
る。

流速のある場所では，堤防が洗掘を受けないよう護
岸を設置する必要があります。⼯事の実施にあたっては，
多⾃然川づくりを基本として進めていきます。

利用

維持

その他

治水

環境



（２）地域の⽅々の意⾒を聴く会 意⾒（3/5）
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●意⾒を聴く会での意⾒ 10名から19件
意⾒・提⾔の内容（要旨） 宮城県の考え⽅

現在２つの遊⽔地があるが，利府ジャンクシ
ョン辺りに増設して更に安全な計画として欲し
い。

計画⾬量に対して現在の遊⽔地で満⾜しているため
増設は難しい。遊⽔地より下流については整備が概成
しているため，今後は遊⽔地より上流の整備を⾏う予
定です。

堤防天端で未舗装箇所や舗装が壊れてい
る箇所がある。

多賀城市で歩道として整備した経緯があります。天端
の舗装にあたっては、壊れにくい（粘り強い）構造という
考え⽅もあるため、今後検討していきたい。

堤防上の柵が壊れており，危険な箇所があ
る。 現地を確認した上で対応したい。

計画期間が30年というのは⻑いのではないか。

河川法では、⼀連区間において河川整備の効果を
発現させるために必要な期間として20〜30年間程度
と定めており，宮城県内の河川は⼀律30年の計画と
しています。

（本⽂中 p.29）

治水

維持

維持

その他

（２）地域の⽅々の意⾒を聴く会 意⾒（4/5）
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●意⾒を聴く会での意⾒ 10名から19件
意⾒・提⾔の内容（要旨） 宮城県の考え⽅

昔ほどの浸⽔被害はなくなったと思う。⼀⽅，
ゲリラ豪⾬が増えているが。

砂押川は間接流域が⼤きく，下⽔ポンプを通じて河
川へ排⽔されます。近年は外⽔被害はなく内⽔被害で
あり，下⽔道整備が進み被害が軽減されたものと思わ
れます。なお，対象⾬量の設定にあたっては，近年の
降⾬状況も踏まえています。

堆積⼟砂の撤去とはどのようにしていくのか。

「河川維持管理計画(案)」に基づき、適切な河川維
持管理を図ります。堆積⼟砂の撤去にあたっては，河
積の阻害率や背後地の状況などを踏まえて，優先順
位を決めながら実施します。

（本⽂中 p.44,46）

重要な⼟⽊遺産である貞⼭運河では様々
な団体が活動しているが，このような活動をま
とめていく必要があるのでは。

「貞⼭運河再⽣・復興ビジョン」で各運河の⽬指す姿
を整理しており，各団体と調整しながら進めていきたい
と思います。引き続きビジョンに基づく取組みを推進して
いきます。

（本⽂中 p.52）

治水

維持

利用



（２）地域の⽅々の意⾒を聴く会 意⾒（5/5）
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●意⾒を聴く会での意⾒ 10名から19件
意⾒・提⾔の内容（要旨） 宮城県の考え⽅

⽔と親しめる公園等の整備を望む。
砂押川⽔系には⽔と親しめる貞⼭公園や多賀城緩

衝緑地，多賀城駅前には階段護岸があります。こうい
った既存施設の利活⽤を推進します。

（本⽂中 p.43 ）

超過洪⽔時の地域防災⼒の強化とは何か。

⽔防災意識社会の再構築に関する取り組みを県管
理河川でも実施することになったため，本⽔系でも「減
災対策協議会」を今年の出⽔期前に⽴ち上げ，ハー
ド，ソフトの取り組みを進めていく予定です。

（本⽂中 p.51）
維持

利用

ご清聴ありがとうございました
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